
       令和２年１０月２９日 

 (一社)東京都トラック協会多摩支部 NO．３００ 

 

「業界別人材確保支援事業（運転免許取得支援）」 

が開始されました!! 

東ト協は新たに東京都の外郭団体「東京しごと財団」助成事業により、「業界別人材確保支援事業（運

転免許取得支援）」を開始しましたので、ご案内致します。 

対 象 ： 大型、中型、準中型、大型特殊またはけん引 

新規免許及び限定解除審査。※第一種運転免許に限る 

 助成率 ： 取得費用（税抜き）の５０％ 

 期 間 ： 令和２年１０月１日 ～ 令和４年３月１０日 

         ※上記期間に入校申し込みを行い、免許を取得したものが助成対象。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この制度は東ト協が実施している免許取得助成制度などと併用することが可能で、これにより大半の

費用の助成が受けられます。助成には複数の条件がございますので、詳細につきましては「トラック時報

（１０/２５号）の一面」及び「トラック時報挟み込みのチラシ」又は「東京都トラック協会の HP

（ https://www.totokyo.or.jp/ ）」をご確認下さい。 

 

お問い合わせ先：東京都トラック協会 業務部交通環境グループ ☎０３－３３５９－６２５７ 

https://www.totokyo.or.jp/

